
船舶事故調査報告書 

令和６年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 令和５年１月８日 ０６時０５分ごろ 

発生場所 北海道苫小牧港第４区所在のマリーナ 

 開発局苫小牧港東港区中防波堤灯台から真方位３１９°２.７海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°３７.２′ 東経１４１°４３.７′） 

事故の概要  プレジャーボートSEA
シ ー

 DEZAR
デ ザ ー

 F
エフ

は、航行中、消波ブロックに衝突し

た。 

事故調査の経過 令和５年１月１２日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート SEA DEZAR F、５.９トン 

 ２００－２３７９５北海道、合同会社C&D FRONTIER 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船首部外板に亀裂を伴う凹損 

消波ブロック なし 

 気象・海象 気象：天気 霧（蒸気霧）、風向 西北西、風力 ２、視界 不良 

海象：波向 西北西、波高 約１ｍ 

常用薄明開始時刻：０６時３１分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者４人を乗せ、釣りの目的

で、マリーナ西方の釣り場に向け、目視で見張りに当たり、舵輪によ

る手動操舵により、同マリーナの係留桟橋を発した。 

 本船が出航したマリーナは、北側を陸岸に面して東西を防波堤に囲

われ、南東に幅約１００ｍの出入口を有しており、同出入口の南方約

５０ｍ沖に、西北西から東南東に延びる長さ約２００ｍの防波堤（以

下「本件防波堤」という。）がある。 

 本船は、蒸気霧により視界が制限された状況において、５ノットを

下回る対地速力で、マリーナの出入口を右転しながら通過した後、左

転しながら本件防波堤の西北西端付近に至って船首が南方を向いたと

き、船長が舵を中央に戻そうと舵輪を右に回したものの、舵を中央に

戻し切らないまま左転を続け、本件防波堤南側に敷設された消波ブロ

ックに船首部が衝突した。 

 本船は、衝突後、自力で航行して、マリーナに戻った。 

 船長は、出航時、蒸気霧が発生し、間近に接近しないと防波堤を視

認できない程に視界が制限された状況であったが、夜間を含めて何度

もマリーナを出入りした経験があり、防波堤や出入口の状況等を熟知



していたので、無難に航行できると思っていた。 

 本船は、ＧＰＳプロッターを約１Ｍの範囲が映る縮尺で作動させ、

レーダーを休止状態としていた。 

 船長は、舵輪を右に回して舵を中央に戻したつもりであったが、舵

を戻し切らなかったので左転を続け、視界が悪くそのことに気付かず

に消波ブロックに衝突したのではないかと本事故後に思った。 

 船長は、ＧＰＳプロッターにはマリーナの防波堤が表示されるの

で、目視と併用して見張りに当たり、船位及び船首方向を確認するべ

きであったと本事故後に思った。 

分析  本船は、蒸気霧により視界が制限された状況下、マリーナから出航

するにあたり、船長が、経験則から無難に航行できると思い、目視の

みで航行を続けたことから、本件防波堤の西北西端を通過後、本件防

波堤に向けて左転していることに気付かずに航行を続け、本件防波堤

南側に敷設された消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

 本船は、本件防波堤の西北西端を通過後、船長が、南方に向けて舵

を中央に戻したつもりであったが、舵を中央に戻し切れていなかった

ことから左転を続け、また、視界が悪かったことから、本件防波堤に

向けて左転を続けていることに気付かなかったものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、夜間、蒸気霧により視界が制限された状況下、本船がマ

リーナから出航するにあたり、船長が、経験則から無難に航行できる

と思い、目視のみで航行を続けたため、本件防波堤の西北西端を通過

後、本件防波堤に向けて左転していることに気付かずに航行を続け、

本件防波堤南側に敷設された消波ブロックに衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、視界不良時に出航する場合、慣れた港であっても、ＧＰ

Ｓプロッターやレーダーを併用した見張りを行い、船位及び船首

方向を十分確認の上、航行すること。 

 ・船長は、視界が著しく制限された状況下においては、無理に出航

せず、天候の回復を待って出航すること。 

 


